
新型コロナウイルス感染症対応 

入間市教育委員会 学校教育課 

 

月/日(曜) 

 

内  容 

 

２/２８(金) 

 

 

 

■臨時校長会議にて「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る対応について指示 

１ ３月２日（月）から３月２６日（木）までの間を臨時休業とする 

２ 受け入れ先のない児童生徒を学校施設に受け入れる 

３/２３(月) 

 

 

 

■臨時校長会議にて「令和２年度当初の対応について」指示 

１ 入学式実施方法について 

２ 学年末・春季休業中の対応について 

 ・中学校部活動練習実施可 

３/２７(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■臨時校長会議にて「令和２年度における教育活動の再開等について」指示 

１ 学校再開に向けての指示 

（１）健康管理等に関すること 

  ・基本的な感染症対策の実施 

  ・集団感染のリスクへの対応 

  ・出席停止等の扱い  ・ 

（２）学習指導に関すること 

（３）学校行事に関すること 

  ・運動会、体育祭は校種別同一日でなくてもよい 

（４）部活動に関すること 

  ・顧問が実施状況を通常時以上に確実に把握する 

  ・３密を回避するよう、練習内容や方法を工夫する 

（５）教職員の服務に関すること 

３/２７(金) 

 

■（通知）「令和２年度 修学旅行について」 

１ 春季に計画されている修学旅行は、秋季等への延期が望ましい 

４/ ８(水) 

 

 

 

 

 

■臨時校長会議にて「令和２年度当初における新型コロナウイルス感染症防止に係る対

応について」指示 

１ ４月８日（水）から５月６日（水）まで臨時休業とする 

２ 入学式、始業式は延期する 

３ 受け入れ先のない児童生徒の受け入れを継続する 

４ 臨時休業中は部活動を実施しない 

４/ ９(木) ～１３(月)■教科書配布（保護者来校） 

４/１４(火) ■県の通知を受け、県費教職員の自宅勤務開始（出勤は週１～２日が目安） 

４/１５(水) 

 

 

 

 

 

■（通知）「臨時休業中及び学校再開後の対応について」 

１ 臨時休業中の登校日等について 

  ・登校日は設定しない 

  ・学習課題等は、保護者に学校に取りに来ていただく 

  ・感染防止の観点から、家庭訪問は実施しない 

２ 教育活動の再開について 

４/２７(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■臨時校長会議にて、「臨時休業の延長等について」「臨時休業中の対応等について」

「教育活動の再開について」指示 

１ ５月７日（木）～５月３１日（日）まで臨時休業を延長する 

２ 臨時休業中の対応等について 

 ・学級発表は、５月７日、８日の期間に保護者来校のうえ配布 

 ・家庭学習の課題については、教科書に準拠したワークシートや、ワークブックなど

を積極的に活用する。また、課題の受け渡しを定期的に保護者等と行う。併せて、

学習進度の確認や課題の評価等を行う 

３ 教育活動の再開について 

 ・再開期日は、６月１日（月）とする 

 ・当面は分散登校を実施する 

５/１８(月) 

 

 

 

■校長会議にて「教育活動の再開に係る学校運営上の工夫について」指示 

１ 学校再開に係る基本的な考え方 

  ・分散登校から始め、生活習慣を確立する 

  ・可能な限り「３密」等の感染リスクを防ぐ 

資料１-１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・マスクの着用、手洗い、うがいの励行等、行動変容を徹底する 

２ 分散登校について 

（１）実施期間 

  ・６月１日（月）から通常登校が可能と判断されるまで 

（２）分散の在り方 

  ・「密」を避けるため、各学級の半数ずつの児童生徒を登校させる 

（３）各学級の登校グループの分け方及び登校方法 

  ・身体的距離を確保した室内座席配置で、座席は固定とし、共有しない 

  ・登校グループを午前と午後に分け、毎日半日登校とする 

３ 入学式について 

  ・期 日：６月１日（月）分散登校グループ毎に実施 

  ・参列者：新入生と管理職・担当学年職員 

  ・式次第：入学認定、学校長式辞 

４ 給食について 

  ・６月２日（火）から開始する 

５ 各活動における留意点 

（１）学校における感染及びその拡大リスクを可能な限り低減する 

  ・可能な限りソーシャルディスタンスを確保する 

  ・休み時間毎に窓を開け換気を徹底する 

  ・こまめな手洗いを徹底する 

  ・用具や備品の共有は避け、難しい場合は、使用後の手洗いを徹底する 

  ・定期的にポイントを絞った消毒を実施する 

  ・必要な場面では、マスクを着用する 

（２）登下校時 

  ・家庭で毎朝の検温及び風邪症状を確認し、カードに記入する 

（３）学習活動時 

  ・健康観察表等を作成し、毎授業開始時に健康観察を行い、記録を残す 

  ・各教科等の特性に応じ、３密状況等を避ける 

（４）昼食時 

  ・食事は前向きで、なるべく会話を避ける 

（５）道具等の共用について 

  ・道具の使用や共用は極力行わない 

  ・学習上やむを得ない場合は、実施時期の変更や使用後の手洗いを徹底する 

６ 中学校部活動について 

  ・３密を避けることを大原則とする 

  ・対外試合は当面の間行わない 

７ 消毒について 

（１）時間帯と場所 

  ・児童生徒の下校後、多数の児童生徒が触れる場所 

  ・昼食前後、配膳台、水道蛇口等 

  ・適宜、児童生徒の机やイス等 

（２）方法 

  ・消毒液（消毒用エタノール、次亜塩素酸ナトリウム等）を使用する 

８ 分散登校時に登校しない児童生徒の受け入れについて 

  ・臨時休業中と同様に行う 

６/ ９(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■臨時校長会議にて「通常登校の再開等について」指示 

１ 通常登校再開日 ６月１５日（月） 

２ 日課について  

  段階的に通常日課に移行する 

（小学校）第１段階 ６月１５日（月）～１７日（水）は４時間授業 

     第２段階 ６月１８日（木）～１９日（金）は５時間授業 

     第３段階 ６月２２日（月）～通常日課開始 

（中学校）第１段階 ６月１５日（月）～１７日（水）は４時間授業 

     第２段階 ６月１８日（木）～通常日課開始 

３ 通常登校再開後の対応について 

  ・「入間市小・中学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・「彩の国 新しい学校生活 ５つの安心宣言」 

  ・「学校再開後の場面ごとの対策【小中学校版】」 

  ・「学校再開に向けたガイドライン（新型コロナウイルス感染防止対策）」 

  に基づき、適切に対応すること 

４ 中学校の部活動について 

  ・通常登校の再開を待って実施する 

  ・生徒の体力等の状況を考慮して、段階的に開始する 

５ 授業日数の確保について 

（１）夏季休業日を短縮することで１３日間の授業日を確保する 

   ・１学期終了 ８/７(金)   ・夏季休業 ８/８(土)～８/２３(日) 

（２）冬季休業日を短縮することで３日間の授業日を確保する 

   ・２学期終了 １２/２５(金) ・冬季休業 １２/２６(土)～１/５(火) 

７/ ６(月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■校長会議にて「新型コロナウイルス感染症対応に係る留意点について」指示 

１ 制限されていたが、「３密」を回避し、工夫の上、実施可能なもの 

（１）集会等に関すること 

  ・全校集会や学年集会等 

  ・保護者会、授業参観 

  ・ＰＴＡ活動 

（２）授業に関すること 

  ・少人数による話合い、教え合い 

  ・屋内での体育授業 

  ・音楽の歌唱や理科の実験等 

２ 制限されていたが、学校長判断で実施可能なもの 

  ・部活動の朝練習 

  ・各種学校行事 

３ 引き続き制限を継続するもの 

  ・部活動の市外との対外試合（7/18以降実施可） 

  ・感染リスクが特に高い学習活動 

４ 取組を継続するもの 

  「学校の新しい生活様式」に係る取組 

  ・家庭と連携した、毎朝の検温及び風邪症状の確認 

  ・毎授業開始時の健康観察と記録 

  ・手洗いや咳エチケット（マスク）の徹底 

  ・社会的距離の確保 

  ・換気の徹底 

  ・適宜消毒実施 

８/２０(木) 

 

 

 

 

 

 

■校長会議にて「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

～「学校の新しい生活様式」～」の改訂について」指示 

１ 特別な消毒作業は基本的に不要で、通常の清掃活動の中で、家庭用洗剤を用いる 

こと等により消毒の効果を取り入れる 

  ・児童生徒は引き続き手洗い、うがいを徹底する 

  ・消毒は、スクールサポートスタッフ等が行う 

２ マスクの取扱いについて 

  ・十分な身体的距離が確保できる場合には、マスクを着用する必要はない 

  ・暑さ指数(WBGT)が高い日には、熱中症への対応を優先し、マスクを外す 

 


